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新商品開発支援事業 業務委託仕様書 

 

 本仕様書は、本市と受託事業者をもって、「新商品開発支援事業」（以下「本事業」という。）

を実施するにあたり、その仕様を定める。 

 

１. 目的 

本事業は、本市のランドマークとなっているもの、祭りや特産に関するもののほか、本

市独自の観光資源等を活用した商品の企画・開発を行う市内の中小企業・小規模事業者を

支援し、製品化または事業化を推進すること及びアイディアや意欲がありながらも商品

化や発売までに至っていない事業に対する専門家による指導や助言等による事業者育成

等を目的に実施する。 

 

２. 業務項目 

（１） 定番化支援業務 

（２） 開発支援業務 

（３） 追跡調査・分析業務 

（４） 事務管理業務 

 

３. 業務要件等 

（１）定番化支援業務 

過年度の追跡調査やテストマーケティングによるアンケート結果のフィードバック

等を踏まえ、本市と協議の上、前年度の補助対象事業者が開発した商品について、パッ

ケージデザインの改善の他、販促拡大のための PR 事業や商品のブラッシュアップ等、

補助対象事業者に対し提案やアドバイス等を行う。また、訪問やヒヤリング調査を行い、

定番化するための課題把握、原材料調達体制の見直しによる商品生産の安定化、EC サ

イト等オンラインショッピングによる販売方法の拡充等、あらゆる可能性を追求する

ための支援を行うこと。 

 

（２）開発支援業務 

本市の観光資源等を活用した特産品・土産品・泡盛等とのコラボ商品等の新商品の企

画・開発に資する取組を行う。 

上記対象の開発を希望する事業者を募集・選定し、選定された事業者に対して次項

に掲げる支援等を実施する。 

① 対象 

本市独自の観光資源等、伝統工芸品を活用した特産品・土産品等の商品開発を対象

とする。開発商品の例としては食品、菓子類、衣類、工芸品、文具、雑貨などを想定。 

なお、本事業における対象商品等は、市場で販売等流通していないかつオリジナリ

ティの高いものとし、試作段階の案件は対象に含めるものとする。 
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② 業務内容 

ア．支援対象事業者の募集 

支援対象事業者については公募により選定するものとし、公募に係る業務を行う

こと。 

なお、周知期間を確保するため、受託事業者の募集と並行して支援対象事業者への

募集案内も行う予定であり、契約締結後本市と協議のうえで速やかに募集に係る業

務を開始すること。 

支援対象事業者の募集に際しては、次に掲げる項目を要件とする。 

・支援対象事業者は、市内事業者（那覇市内に本社もしくは支店または営業所を有

する事業者等）とし、事業者が応募しやすいよう周知を図ること。 

・支援対象事業者が、受託事業期間中にテストマーケティングまで実施し、商品化

が可能な事業であること。 

イ．補助金交付にかかる補助 

支援対象事業者に対し、本市は補助金交付を実施する。 

補助金交付にかかる算定資料の作成を含む必要な手続きの補助を行うこと。 

支援対象事業者には、商品等開発に必要な経費の一部を助成するものとして、１

事業者あたり 1,000千円（総事業費の３分の２）を上限として補助金を交付する予

定。対象経費については別に示す（別紙２「(１)補助対象経費一覧表」参照） 

ウ．開発相談及び商品化支援 

イの支援対象事業者に対し、補助金利活用を含めた開発相談や商品化支援等の

個別具体的な伴走型の支援を行うこと。 

エ．テストマーケティング支援 

開発支援対象商品等について、品質、価格、購買傾向など消費者からの評価を得

て、販路検討、本格販売に向けた生産計画に役立てるためのテストマーケティング

の実施について支援すること。また、その結果を分析し、商品等の改善指導や今後

の展開・戦略等のアドバイスを実施すること。 

本支援業務は、支援対象事業者が行うテストマーケティングとしての商品等の

販売に関わる直接経費は支援対象事業者が負担（別紙２「(２)テストマーケティン

グ費負担一覧表」参照）するものとし、消費者からの評価を得やすい実施場所の設

定や販売手法の検討、相手先調整、販売実績を含む調査及び結果分析等はテストマ

ーケティング支援業務の範囲とする。  

オ．知的財産権に関わる指導支援 

開発支援対象商品等に関わる商標登録や特許等の取得など、知的財産権に関す

る指導を実施すること。これは、商品等の開発における他者への権利侵害の指導を

含む。 

 

（３）追跡調査・分析業務 

    令和５～令和７年度の本事業において補助金交付を受けた支援対象事業者（令和５
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年度８事業者、令和６年度５事業者、令和７年度５事業者）へ、開発した商品の直接

的なヒヤリング調査（訪問等)を実施し、販売継続となっている商品については当該

商品の売上実績をふまえたその要因や今後の展望等について、販売中止となっている

商品については課題や改善点等について市へ報告すること。なお、これまでの調査に

おいて、倒産や音信不通等により連絡手段が絶たれている事業者等は除くものとする。  

 

（４）事務管理業務 

① 実施計画の策定 

業務責任体制、業務内容及び事業スケジュール等を示した実施計画を策定する

こと。 

② 業務責任体制の明確化等 

本事業の実施に必要な能力、資格、経験を有する業務責任者及び作業者を定める

とともに業務責任体制を明らかにし、契約期間中は、専任の担当者(委託者との連

絡調整担当者)を配置すること。 

なお、業務にあたる者に欠員が生じた場合は、速やかに同等又はそれ以上の経歴

を有する代替者を充てられる体制を整えること。 

③ 会議の開催 

  支援対象事業者との会議の実施及び本市への業務進捗状況の報告、協議を目的

とした会議を必要に応じて開催すること。 

④ 許認可手続き 

本事業の実施に必要となる法令等の規定に基づく申請や許認可手続きは受託事

業者が責任をもって手続きすること。 

⑤ 中間報告 

  原則として、令和８年 10月末までの委託経費や履行内容について、令和８年 11

月末までに書面にて報告書等を作成し提出すること。 

⑥ ドキュメント類の整備と保存 

本事業で使用した帳票、図画、写真、議事録等のドキュメント類は、整理し保存

すること。 

⑦ 支援対象商品等 

本事業で開発支援した商品については説明書付属で業務完了報告と同時に提出

すること。 

⑧ 業務分析報告 

本事業の実施内容について分析を行い、今後の展開や活用方法等に関する提案

を業務完了報告書に示すこと。 

⑨ 業務完了報告 

本事業が完了したときは、次に掲げる成果物を契約期限内に発注者に提出する

こと。 

・業務完了報告書 
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・実施計画書 

・「新商品開発支援事業報告書」（①紙媒体 10部と②電子データを提出すること

電子データについては CD、DVD-ROM等によるものとし USBは不可とする。） 

 

４. 業務実施における留意事項 

（１） 支援対象商品等の考え方について 

本事業の目的は、「売るモノを作る」いわゆるモノの開発が目的ではなく、「売れるモ

ノ」・「ニーズがあるモノ」を開発し、材料の調達から製造を行う工場の確保等、商品化

するための生産体制も含めた支援が重要との認識で取り組むこと。 

商品の開発はできたが商品化に至らない件数が増加しているため、供給体制の構築

や確保についても見据えた商品開発とすること。 

 

（２） 資料の提出及び説明等の協力について 

本事業は沖縄振興特別推進市町村交付金（以下、「一括交付金」という。）を活用する

ものであり、交付金の適正な執行を確認するために本仕様書に定める成果物以外にも、

必要に応じて資料の作成や根拠を求める場合がある。その際は求めに応じて積極的に

協力すること。 

 

（３） 経費対象及び帳票取扱 

本事業の実施に係る一切の経費（調査費、消耗品費、通信運搬費等)は見積額に含む。

受託事業者からの追加提案に関しても、見積額に含むものとする。それぞれの業務にお

ける経費の配分については契約締結後に協議・調整を要する。 

経費支出に係る帳票等(見積書、契約書、納品書、請求書等)は、本市からの照会対応

として契約期間終了後５年間は整理保存すること。 

なお、経費支出については、一括交付金の制度対象とならない場合があることから、

疑義ある時または必要に応じて本市に照会すること。 

 

（４） 契約不適合責任等 

本市に引き渡した報告書等の成果物の内容についての不適合(不備)が認められる場

合において、引き渡しを受けた後１年以内にその旨を通知したときは、履行の追完の請

求、代金の減額請求、損害賠償の請求及び契約の全部または一部を解除することができ

るものとする。 

 

（５） 業務適用範囲の確認 

本仕様書に記載のない事項であっても、社会一般に実施される業務項目は本事業の

範囲とする。なお、当該項目について疑義があるとき、受託事業者は本市と協議するこ

とができる。 
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（６） 業務成果の帰属等 

① 取得財産及び著作権の帰属 

本事業で取得した全ての財産は、原則として本市へ帰属するものとする。また、

本件業務の実施により生じた著作物に関する全ての著作権(著作権法第 27 条及び

第 28条の権利を含む)は、本市へ帰属する。 

ただし、受託事業者または第三者が従前から保有していた著作物の著作権は除

く。 

② 著作権等の処理 

第三者の著作権その他の権利に抵触するものについては、受託者の責任と費用

をもって処理するものとし、那覇市は責任を負わない。 

 

（７） 双方協議 

本事業の実施にあたり疑義等が生じた場合は、発注者及び受託事業者双方協議のう

え決定する。 


